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白鷺保育園 重要事項説明書 

 

１ 施設運営主体 

名 称 社会福祉法人白鷺福祉会 

所 在 地 大牟田市大字岬２９２３番地１ 

電 話 番 号 ０９４４－５１－５７７７ 

代表者氏名 西山 隆真 

 

２ 保育園の概要 

名 称 白鷺保育園 

所 在 地 大牟田市大字岬２９２３番地１ 

連 絡 先 
電話番号 ０９４４－５１－５７７７ 

Ｆ Ａ Ｘ ０９４４－５１－５７８２ 

施設長氏名 西山 紹隆 

対 象 児 童 
児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところによ

り、保育を必要とする小学校就学前児童 

利 用 定 員 

０歳児     ８名 

１・２歳児  ２０名 

３歳児以上  ４２名   計７０名 

職 員 数 ２１名 

開設年月日 昭和５７年４月１日 

嘱 託 医 古賀龍夫（小児科）・原田安信（歯科） 

 

３ 施設の目的・保育の基本方針 

・「いのち」を深く見つめる人を育てる 

・挨拶ができる人を育てる 

・感性豊かな人を育てる 

・「非認知能力」と「自己肯定感」を育てる保育をめざしています 

 

４ 当園における施設・設備等の概要 

（１）施設 

敷 地 
敷地全体 １１９１．９６５㎡  

園 庭 ３９８．９６５㎡  

園 舎 
構 造 木造  

延べ面積 ５９３．４４㎡  
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（２）主な設備 

設 備 部屋数 備 考 

乳 児 室 １室 ９９．１５㎡  

保 育 室 ４室 １５６．４８㎡  

遊 戯 室 １室 ７２．８７㎡  

調 理 室 １室 ２９．８１㎡  

園児用トイレ ２箇所 ２５．６７㎡  

沐 浴 室 １室 １１．９１㎡  

 

５ 職員の設置状況（２０２２年８月１日現在） 

職 種 員 数 備 考 

園 長  １人  

主任保育士  １人  

保 育 士 １４人 非常勤保育士６人、パート保育士１名 

栄 養 士  １人  

調 理 員  ２人 パート調理員１人 

事 務 員  １人  

用 務 員  １人 パート用務員１人 

 

６ 職員の職務内容 

（１）園長 

・職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対して法令等を遵守させるため

必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる 

 

（２）主任保育士 

・地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園長を補佐し、保育内

容について他の保育士を統括する 

 

（３）保育士 

・利用乳幼児の人数に応じて配置し、保育計画の立案、実施、記録及び家庭連

絡等の業務を行う 

 

（４）調理師 

・利用乳幼児の発達段階に応じ、０歳児の離乳食、１～２歳児の幼児食及び３

歳児以上の幼児食に係わる献立を作成し、献立に基づき、給食及びおやつを

調理する 
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７ 開所日・開所時間及び休所日（２０２２年度） 

開 所 日 月曜から土曜日まで 

開所時間 

【保育標準時間認定を受けた方】 

午前７時１５分～午後６時１５分（１１時間） 

【保育短時間認定を受けた方】 

午前８時３０分～午後４時３０分（８時間） 

延長保育 

【保育標準時間認定を受けた方】 

午後６時１５分～午後６時４５分まで 

【保育短時間認定を受けた方】 

午後４時３０分～午後５時００分まで 

休 所 日 年末年始（１２月２９日～１月３日）・祝祭日 

 

８ 保護者の負担について 

（１）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

・支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いただ

きます 

 

（２）保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

項 目 金 額 備 考 

保 護 者 会 費 月額     ３００円 園児１人に対して 

給食費（副食費） 月額   ４，５００円 園児１人に対して 

延 長 保 育 料 

１人のみ   ３００円 
平日の単発利用 

２人以上   ５００円 

１人のみ ３，０００円 
平日の月極利用 

２人以上 ５，０００円 

１人のみ   ３００円 土曜日の単発利用 

（土曜日は単発のみ） ２人以上   ５００円 

１５分毎１人 ５００円 利用時間を超える場合 

私 用 土 曜 保 育 １５分毎１人 ５００円 利用時間を超える場合 

 

９ 利用の開始及び終了に関する事項等 

（１）利用の開始 

・保育を必要とする児童の申し込みがあった際は、これに応じるものとする 

 

（２）利用の終了 

・利用乳幼児が小学校に就学したとき 
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・２号認定・３号認定子どもの支給認定保護者が、法に定める支給要件に該当

しなくなったとき 

・その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

１０ 給食について 

給 食 の 方 針 食育年間計画に基づいた献立作成 

昼 食 ・ お や つ 年齢に合わせた量、調理、手作りおやつ等 

アレルギー等への対応 個々のアレルギーに対して除去食を提供する 

 

１１ 年間行事予定 

月 行 事 内 容 

４月 入園・進級式、職員研修、歓迎会食会、内科・歯科検診 

５月 
花まつり・お弁当の日（もも・つばき・ひまわり組）、親

子ウォークラリー、降誕会・会食会 

６月 観劇会、保育参観（つばき・ひまわり組） 

７月 保育参観（もも組）、職員研修 

８月 お泊り保育（ひまわり組） 

９月 職員研修 

１０月 運動会、保育参観（さくら組）、内科・歯科検診 

１１月 バス遠足（もも・つばき・ひまわり組）、会食会、親子ふ

れあいデー（ちゅうりっぷ組） 

１２月 成道会生活発表会（さくら・もも・つばき・ひまわり組）、

職員研修 

１月 御正忌報恩講・会食会 

２月 
クッキング（ひまわり組）・お弁当の日（さくら・もも・

つばき組）、保育参観（ひまわり組） 

３月 
お別れ会食会、お別れ遠足（さくら・もも・つばき・ひま

わり組）、卒園・修了式、職員研修 

◎毎月の行事：身体測定、避難訓練、お誕生会 

 

１２ 非常災害時の対策 

消 防 計 画 令和元年１１月２９日策定 届出の有無 有 

防 火 管 理 者  西山 法子 資格有 

園舎の耐火構造 耐火建築物 

防災設備 
・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有 

・ガス漏れ報知機  有  ・非常警報装置   有 
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・非常用電源    無  ・スプリンクラー  有 

・その他、カーテン、敷物、建具等の防災処理  有 

避 難 場 所 園駐車場 

避難・消化訓練 毎月１回 

管 理 す る 消 防

署・警察官 

消防署…大牟田消防署 

警察署…大牟田警察署 

 

１３ 緊急時の対応について 

・メール及び電話にて対応 

 

１４ 要望・苦情等に関する相談窓口 

ご利用相談窓口 

・苦情解決責任者  園 長 西山 紹隆 

・窓 口 担 当 者  主任保育士 白谷 恵美 

・ご 利 用 時 間  午前９時～午後５時 

・電 話 番 号  ０９４４－５１－５７７７ 

・Ｆ  Ａ  Ｘ  ０９４４－５１－５７８２ 

・受 付 方 法  電話・口頭 

第 三 者 委 員 

宮脇秀代 
電話番号 ０９４４－５３－７６２０ 

評議員・司法書士 

杉野善正 
電話番号 ０９４４－５８－１９０５ 

監事 

 

・または、福岡県社会福祉協議会に設置された福岡県運営適正化委員会に相談

できます 

連絡先：春日市原町３－１－７ クローバープラザ４階 

ＴＥＬ ０９２－９１５－３５１１ 

ＦＡＸ ０９２－５８４－３３５４ 

 

１５ 加入保険に関する事項 

保険の種類  賠償責任保険・傷害保険 

保険の内容  園児の保険 

補 償 金 額  対人１億円 

 

１６ 個人情報の取扱いについて 

・個人情報基本方針規程 
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１７ 虐待防止の取り組みについて 

・職員が毎日、園児の様子等に気をつけています 

・虐待の疑いがある場合は、市や児童相談所へ通報の義務があります 

・職員への人権学習を行い、日頃の保育を見直す、きっかけ作りを心掛けてい

ます 

 

１８ その他の留意事項 

・当園では、運動会のお手伝い等、保護者会活動を行っています。 

・平日の延長保育利用の場合は、利用希望月の前月２５日までに「平日延長保

育申請書」を提出 

・土曜日の延長保育利用の場合は、利用希望月の前月２５日までに「土曜保育

及び土曜延長保育申請書」を提出 

・土曜日がお仕事の方で、土曜日に保育を必要とする場合は、利用希望月の前

月２５日までに「土曜保育及び土曜延長保育申請書」を提出 

・土曜日にお仕事がお休みの方で、用事で土曜日に保育を必要とする場合は、

利用希望月の前月２５日までに「私用土曜保育申請書」を提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

別 表 

 

１ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

項 目 内容、負担を求める理由及び目的 金 額 

父母の会費 

（保護者会費） 
保護者会の活動の充実費用 

園児１人に対し 

月額３００円 

給食費 

（副食費） 

副食費免除対象者以外の園児に対

する副食費 

園児１人に対し 

月額４，５００円 

延長保育料 

（園児のおやつ 

及び 

職員の人件費） 

平日（月曜日～金曜日） 

園児１人に対し 

【単発】  ３００円 

【月極】３，０００円 

園児２人以上に対し 

【単発】  ５００円 

【月極】５，０００円 

土曜日（土曜日は単発のみ） 

園児１人に対し 

【単発】  ３００円 

園児２人以上に対し 

【単発】  ５００円 

利用時間を超える場合 

（平日・土曜日どちらも） 

園児１人に対し 

１５分毎 ５００円 

私用土曜保育 

（職員の人件費） 
利用時間を超える場合 

園児１人に対し 

１５分毎 ５００円 

 

※ 当園は、上記費用の支払を受けた場合は、希望者に対して領収証を交付する。 


